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令
和
５
年
度
予
算
の

内
容
と
新
規
重
点
事

業
に
つ
い
て

問　

工
藤
議
員

①
来
年
度
の
国
か
ら
本
町
へ
の
交

付
金
の
見
込
み
は
。

　

ま
た
、
８
月
豪
雨
被
害
に
よ
る

災
害
査
定
が
11
月
中
に
行
わ
れ
た

と
の
こ
と
だ
が
、
査
定
額
は
ど
う

で
あ
っ
た
か
。

②
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
流
行
で
全
て

の
イ
ベ
ン
ト
等
が
中
止
と
な
り
、

各
業
種
の
営
業
収
益
は
減
少
し
た
。

来
年
度
に
お
け
る
新
規
事
業
及
び

イ
ベ
ン
ト
等
、
重
点
事
業
は
。

答　

町
長

①
町
の
基
幹
財
源
で
あ
る
地
方
交

付
税
は
、
令
和
４
年
度
当
初
予
算

と
比
較
し
て
、
０
・
８
パ
ー
セ
ン

ト
の
増
額
。し
か
し
な
が
ら
、
※

臨

時
財
政
対
策
債
が
、
令
和
４
年

度
地
方
債
計
画
と
比
較
す
る
と
、

１
・
７
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
額
。
令

和
４
年
度
に
引
続
き
、
一
般
財
源

の
確
保
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

　

11
月
下
旬
ま
で
に
行
わ
れ
た

災
害
査
定
の
状
況
は
、
公
共
土

木
施
設
の
町
道
29
件
、
河
川
34

件
、
公
園
１
件
、
計
64
件
、
申
請

額
10
億
４
３
０
０
万
円
に
対
し
て
、

決
定
額
が
９
億
８
７
７
１
万
円
、

決
定
率
94
・
７
パ
ー
セ
ン
ト
、　

農
地
・
農
業
用
施
設
の
農
地
４
件
、

農
業
用
施
設
15
件
、
計
19
件
、
申

請
額
２
億
９
０
９
１
万
円
に
対
し

て
、
決
定
額
が
２
億
８
３
１
３
万

円
、
決
定
率
97
・
３
パ
ー
セ
ン

ト
、
林
道
は
、
11
件
で
申
請
額

１
億
７
０
０
万
円
に
対
し
て
、
決

定
額
が
１
億
１
９
９
万
円
、
決
定

率
95
・
３
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て

い
る
。

②
こ
れ
ま
で
国
の
地
方
創
生
臨
時

交
付
金
、
町
の
財
政
調
整
基
金
の

活
用
等
で
様
々
な
支
援
策
を
講
じ

て
い
る
が
、
令
和
５
年
度
以
降
も

幅
広
く
支
援
策
が
必
要
と
考
え
て

い
る
。

　

ま
た
、
８
月
豪
雨
に
伴
う
災
害

へ
の
対
応
、
ア
フ
イ
大
規
模
改
修

に
対
す
る
財
政
負
担
、
公
共
施
設

の
統
廃
合
や
経
常
経
費
の
削
減
、

適
正
な
人
事
配
置
、
補
助
金
の
見

直
し
、
民
間
事
業
者
と
の
連
携
等
、

財
政
健
全
化
へ
の
取
組
を
並
行
し

て
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

予
算
編
成
も
難
航
が
予
想
さ
れ

る
が
、
具
体
的
な
新
規
事
業
、
重

点
事
業
に
つ
い
て
は
、
３
月
定
例

会
等
で
説
明
し
た
い
。

※臨時財政対策債＝財源不足を国と地方が折半して補てんする特例地方債

▲エコクリーン「アフイ」

町政をただす

来年度の交付金の見込みは？
重点事業は？問
地方交付税は、０.８パーセント増
　　　３月定例会等で説明したい

答

質問者の動画が
視聴できます。

工藤　博利 議員
く どう としひろ
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答　

町
長

①
②
被
災
が
あ
れ
ば
、
管
理
者
の

特
定
、
被
害
の
状
況
、
被
害
が
及

ぼ
す
影
響
を
把
握
し
な
が
ら
災
害

復
旧
事
業
実
施
の
可
否
を
判
断
す

る
。
当
然
な
が
ら
、
被
災
箇
所
が

民
間
施
設
で
あ
れ
ば
、
災
害
復
旧

事
業
の
対
象
外
と
な
る
。

　

ま
た
、
公
的
施
設
で
あ
っ
て
も

管
理
者
が
異
な
る
場
合
、
例
え
ば
、

１
級
河
川
は
国
と
県
、
２
級
河
川

は
県
、
普
通
河
川
は
町
が
管
理
し

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
災
害
復
旧

事
業
の
主
体
と
な
る
。

　

河か

岸が
ん

の
構
造
物
に
被
害
が
あ
っ

た
場
合
は
復
旧
事
業
の
対
象
と
な

る
が
、
自
然
河か

岸が
ん

の
場
合
は
そ
の

背
後
に
財
産
、
例
え
ば
道
路
や
農

地
の
有
無
に
よ
っ
て
災
害
復
旧
事

業
の
対
象
可
否
が
判
断
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
治
山
ダ
ム
の
整
備
に
つ

い
て
は
、
今
回
の
大
雨
災
害
に
よ

っ
て
至
る
箇
所
で
土
砂
崩
れ
が
発

生
し
た
状
況
を
、
治
山
事
業
を
担

当
す
る
県
等
に
情
報
提
供
し
、
必

要
な
対
策
を
検
討
し
て
い
く
。

③
町
道
松
原
１
号
線
は
、
県
が
追

良
瀬
川
の
災
害
復
旧
工
事
に
含
め

て
道
路
の
復
旧
工
事
を
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
町
道
長
慶
平
１
号
線
も
、

「
都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
管
理

道
の
災
害
復
旧
等
の
代
行
制
度
」

を
活
用
し
、
県
が
復
旧
事
業
を
代

大
雨
被
害
地
域
の
イ

ン
フ
ラ
整
備
へ
の
対
策

に
つ
い
て

問　

工
藤
議
員

①
８
月
の
大
雨
で
災
害
の
対
象
と

な
ら
な
い
小

し
ょ
う

河か

川せ
ん

な
ど
の
崩
落
被

害
が
多
発
し
た
。
調
査
が
必
要
で

は
な
い
の
か
。

　

ま
た
、
農
道
、
林
道
、
山
林
の

被
害
が
多
大
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

被
害
の
再
発
防
止
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
。

②
今
ま
で
被
害
の
少
な
か
っ
た
小

し
ょ
う

河か

川せ
ん

ま
た
沢さ

わ

地ち

の
小
川
等
の
被
害

も
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
本
町
は

沢
地
の
小
川
が
多
い
町
で
は
な
い

の
か
。

　

調
査
を
し
て
、
治
山
ダ
ム
が
必

要
で
あ
れ
ば
、
国
、
県
に
要
望
す

べ
き
と
思
う
が
。

③
町
道
松
原
１
号
線
と
町
道
長
慶

平
１
号
線
が
応
急
復
旧
し
た
が
、

今
後
は
県
代
行
で
行
う
本
格
的
復

旧
の
事
業
内
容
は
。

行
す
る
。
い
ず
れ
も
災
害
査
定
や
県
議
会
で
の
承
認
等
を
踏

ま
え
、
順
次
、
着
手
す
る
が
、
相
当
な
工
事
規
模
と
な
る
こ

と
か
ら
、
現
時
点
で
は
完
成
時
期
は
未
定
と
の
こ
と
。

　

ま
た
、
路
線
に
つ
い
て
は
、
災
害
復
旧
工
事
の
「
原
形
復

旧
」
の
原
則
に
基
づ
き
、
被
災
前
と
同
様
の
ル
ー
ト
を
基
本

に
復
旧
工
事
を
進
め
る
こ
と
と
な
る
。

▶︎
大
雨
で
崩
壊
し
た

　

町
道
長
慶
平
１
号
線

▶︎
大
雨
で
崩
壊
し
た

　

町
道
松
原
１
号
線

※
治
山
ダ
ム
と
砂
防
ダ
ム
…
ど

う
違
う
？

治
山
ダ
ム
は
、
森
林
の
持
つ
土

砂
災
害
の
防
止
機
能
を
発
揮
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
ダ
ム

で
、
ダ
ム
周
辺
の
森
林
と
一
体

と
な
り
土
砂
の
生
産
や
流
出
を

防
止
す
る
こ
と
で
下
流
の
土
砂

災
害
を
防
止
す
る
。

砂
防
ダ
ム
は
、
ダ
ム
本
体
で
流

出
し
た
土
砂
を
せ
き
止
め
下
流

の
土
砂
災
害
を
防
止
す
る
。

▶︎
大
雨
で
崩
壊
し
た
吾
妻
川
の
護
岸

町政をただす
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ま
た
、
土
曜
日
に
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
の
集
団
予
防
接
種
に
従
事
す
る
な
ど
、

多
く
の
業
務
に
追
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
診
療
時

間
の
延
長
、
拡
大
に
つ
い
て
は
困
難
で
あ
る
こ

と
を
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
お
、
午
後
４
時
以
降
も
個
別
に
相
談
い
た

だ
い
た
患
者
の
受
入
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
。

学
校
終
了
後
で
な
け
れ
ば
通
院
で
き
な
い
お
子

さ
ん
に
つ
い
て
は
、
午
後
４
時
か
ら
４
時
半
に

予
防
接
種
等
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
慢
性
疾
患

の
患
者
さ
ん
で
薬
が
必
要
で
あ
れ
ば
対
応
し
て

い
る
の
で
、
個
別
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
診

療
所
に
連
絡
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

町政をただす

高
台
へ
の
街
づ
く
り
計

画
に
つ
い
て

問　

工
藤
議
員

　

津
波
、
水
害
対
策
の
観
点
か
ら

高
台
へ
の
街
づ
く
り
が
必
要
で
は

な
い
か
。
高
台
に
防
災
公
園
（
避

難
所
、
避
難
場
所
）
や
町
の
施
設

を
整
備
し
、
そ
の
周
辺
に
住
宅
地

を
造
成
す
る
よ
う
な
命
を
守
る
た

め
の
総
合
的
な
避
難
場
所
が
必
要

で
は
な
い
の
か
。

答　

町
長

　

地
域
防
災
計
画
に
よ
れ
ば
、
青

森
県
の
日
本
海
側
で
海
溝
型
地
震

が
発
生
し
た
場
合
の
死
者
・
負
傷

者
数
の
想
定
は
１
万
１
４
０
０
人

と
な
っ
て
お
り
、
津
波
の
第
１
波

到
達
時
間
は
６
分
か
ら
30
分
と
想

定
さ
れ
て
い
る
。

　

高
齢
者
の
多
い
本
町
に
は
、
６

分
で
津
波
の
第
１
波
が
到
達
す
る

と
い
っ
た
場
合
は
、
到
底
、
避
難

し
得
る
状
況
に
は
な
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
、
高
齢
者
や
幼
児
、

児
童
生
徒
等
、
災
害
弱
者
と
言
わ

れ
る
方
々
が
利
用
す
る
施
設
等
の

高
台
へ
の
移
転
は
、
今
後
、
考
え

て
い
く
べ
き
と
思
う
。

　

ま
た
、
役
場
庁
舎
、
小
中
学
校
、

公
園
、
集
会
所
な
ど
も
同
様
の
こ

と
が
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
町
に
は
、
低
地
に
居
住
す
る
地

区
も
多
く
、
ま
し
て
南
北
に
細
長

く
集
落
が
点
在
す
る
町
な
の
で
、

公
共
施
設
も
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
住

家
も
高
台
へ
移
転
し
た
場
合
、
道

路
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整
備
等
も

含
め
、
相
当
の
時
間
と
費
用
が
必

要
に
な
る
。
今
後
、
長
い
年
月
を

か
け
高
台
へ
の
移
転
を
図
っ
て
い

き
た
い
。

深
浦
診
療
所
の
診
療
時

間
に
つ
い
て

問　

工
藤
議
員

　

町
民
か
ら
、
特
に
子
育
て
世
代
の
勤
め
人
か

ら
の
要
望
で
、
平
日
の
診
療
時
間
を
午
後
４
時

ま
で
１
時
間
の
延
長
と
月
に
１
、
２
回
土
曜
日

の
午
前
中
に
診
療
が
で
き
な
い
も
の
か
。
現
在

医
師
３
人
体
制
な
の
で
、
シ
フ
ト
を
考
え
れ
ば

可
能
か
と
思
う
が
、
基
本
は
深
浦
診
療
所
の
患

者
の
み
と
限
定
す
れ
ば
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

答　

町
長

　

現
在
、
深
浦
診
療
所
は
吉
岡
所
長
、
島
田
医

員
、
そ
し
て
週
４
日
勤
務
の
山
田
医
師
の
３
名

を
基
本
体
制
と
し
て
運
営
し
て
い
る
。

　

診
療
所
の
主
な
業
務
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜

日
ま
で
の
５
日
間
、
受
付
時
間
を
午
前
中
は
８

時
15
分
か
ら
11
時
ま
で
、
午
後
は
１
時
か
ら
３

時
ま
で
の
外
来
診
療
に
加
え
て
、
町
内
３
つ
の

特
養
施
設
の
巡
回
診
療
を
週
３
日
、
在
宅
患
者

の
訪
問
診
療
も
週
３
日
、
学
校
健
診
や
保
育
所

児
童
の
健
診
も
週
１
日
の
ペ
ー
ス
で
行
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
業
務
に
加
え
、
令
和
２
年
10
月

に
県
か
ら
「
発
熱
外
来
診
療
・
検
査
医
療
機

関
」
の
指
定
を
受
け
、
現
在
週
５
日
間
、
午
後

４
時
か
ら
５
時
ま
で
の
間
、
発
熱
患
者
の
受
入

を
し
て
い
る
。

▲吉岡所長（前列右）、山田医師（後列）、島田医員（前列左）
　令和３年１月撮影


